
     

 

平成１８年６月２３日 

第十管区海上保安本部 

 

 

漁具定置箇所一覧図の更新！ 

 

鹿児島県から熊本県までの沿岸部に設置されている定置網等の設

置箇所を記載した「漁具定置箇所一覧図」が新しくなりました。 

 

漁具定置箇所一覧図は、航海用海図の補助として、沿岸に設置されている定置

網等の区域を表示した図で、地方自治体の資料に基づいて定置漁業、区画漁業

の区域を図載しています。 

今回刊行した漁具定置箇所一覧図第６１１５号は、鹿児島県から熊本県沿岸を

包含したもので、定置網のほか、のり、魚類等の養殖場の概略位置、漁業の時

期を記載しています。 

なお、宮崎県から大分県までの漁具定置箇所一覧図第６１１６号は、平成１８

年１月に刊行されています。 

 

※ 漁具定置箇所一覧図（定価 1,890 円）は、全国の水路図誌販売所で購入

出来ます。 

 

 管内の水路図誌販売所は、第十管区海上保安本部海洋情報部ホームページ 

 http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/index.html 

 にも掲載してありますのでご利用下さい。 
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海洋情報部監理課 

 監理課長 米須 清 

TEL099-250-9800(内線 2510) 




